
福山市公告第１２５０号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１項の規定に

基づき、福山市が発注する福山市ローカルブレイクアウト環境構築業務に係る一般競争入札に参加す

る者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）及びその資格審査に係る申請手続などについて次

のとおり定めたので、同条第２項並びに令第１６７条の６第１項及び福山市契約規則（昭和４１年規

則第１３号。以下「規則」という。）第２７条の規定により公告します。 

 

２０２５年（令和７年）１０月２９日 

                                                福山市長 枝 広 直 幹  

 

１ 業務名 

福山市ローカルブレイクアウト環境構築業務 

 

２ 落札者の決定方法 

条件付一般競争入札（最低価格落札方式）による。 

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

 

３ 概要 

(1) 内容 

福山市（以下「本市」という。）は、組織内での情報共有の促進及び業務効率化を目的として、

総務省が提言した三層の対策におけるα´モデルへ移行する。 

本件は、α´モデルへ移行するために必要となる、ローカルブレイクアウト（ＬＧＷＡＮ接続

系ネットワークの特定通信を、ひろしま情報セキュリティクラウドを経由せず、インターネット

へ接続する。）環境を整備するもの。 

(2) 調達対象 

No. 調達対象 調達対象項目 

1 機器等 本環境構築に必要な機能を有するハードウェア、ソフトウェア等 

2 現状調査 福山市本庁舎及び拠点のネットワーク構成調査 

※調査する場合は、福山市及び福山市公共ネットワークの保守業者の許

可を得ること。 

また、本件で調達する機器が接続する既設ネットワーク機器の設定情

報については、受注者が自ら取得すること。 

3 稼働環境 本システムの安定稼働に必要な各種ハードウェア、ソフトウェア等 

4 環境構築業務 プロジェクト管理、全体設計、開発作業、テスト・検証、教育・研修、

その他本環境構築に必要な作業、上記作業における設計書、仕様書及び



説明書等の作成 

5 保守業務 本環境の運用マニュアル等の作成及び検収日から１年間の保守作業、報

告書等の作成 

6 その他 本仕様書に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上、必要と

思われるものや本市にとって有益とされる作業及び物品は、受注者にお

いて充足すること。 

(3) 委託業務履行期間 

契約日から２０２６年（令和８年）３月３１日まで 

(4) 機器等賃貸借期間 

２０２６年（令和８年）３月１日から２０３１年（令和１３年）２月２８日まで 

(5) 履行場所 

福山市役所及び福山市が指定する場所 

 

４ 入札参加資格 

入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っている者（再生手続開

始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

(3) 本業務の公告の日から落札決定の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外措

置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 

(4) 本市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

(5) 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

(6) ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳ Ｑ ２７００１）認証又はプライバシーマーク認証

を取得していること。 

(7) ２０２２年度（令和４年度）以降に、地方公共団体においてローカルブレイクアウト環境

の構築実績があること。 

 

５ 入札参加資格の審査に係る申請手続 

(1) 申請の方法 

ア 原則、郵便又は信書便により提出することとする。郵便又は信書便は、書留郵便又は民間事

業者による信書の伝達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般

信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定す

る信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（以下「書留郵便等」という。）とする。 

イ 入札参加資格審査申請書は、２０２５年（令和７年）１１月６日（木）午後５時までに「１１ 

(2) 提出先」へ必着させること。 



ウ 直接持参する場合は、２０２５年（令和７年）１０月２９日（水）から同年１１月６日（木）

の間（土日祝日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までに「１１ (2) 提出先」へ提出す

ること。 

エ 入札参加資格審査申請者は、提出した入札参加資格審査申請書等の差替え、変更又は取消し

をすることができないものとする。 

申請書類は、２０２５年（令和７年）１０月２９日（水）から同年１１月６日（木）まで福山

市ホームページ(https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）に掲載する。 

(2) 申請の期間 

２０２５年（令和７年）１０月２９日（水）から同年１１月６日（木）まで 

(3) 提出先 

「１３ 問合せ先」に同じ。 

 

６ 受付票の交付 

上記５に定めるところにより申請書を提出した者に対しては、受付票を交付する。 

 

７ 入札参加資格の認定の通知 

入札参加資格を認定したときは、２０２５年（令和７年）１１月７日（金）付けで申請者に通知書

を送付する。 

 

８ 入札参加資格の取消し 

入札参加資格の認定後、入札参加資格の審査の申請において虚偽の申請を行ったことが判明した

場合は、入札参加資格の取消しを行う。 

 

９ 入札参加資格者の業務範囲 

この公告で定めるところにより認定する入札参加資格者は、１に掲げる業務に限定する。 

 

１０ 別紙資料の交付 

別紙資料とは、「福山市ローカルブレイクアウト環境構築業務 入札仕様書」、「質問書」、「入札辞

退届」、「委任状（入札用）」、「入札書」、「入札金額内訳書」及び「機器等の費用に関する一覧表」を

いい、７の入札参加資格の認定を受けた申請者に、２０２５年（令和７年）１１月７日（金）午後５

時までに電子メールにより交付する。 

併せて、「契約書（案）」を交付し、契約条項を示す。 

 

１１ 入札及び開札 

(1) 入札日時 

日時 ２０２５年（令和７年）１１月２１日（金）午前１０時 

入札書を書留郵便等又は持参により事前に提出する場合は、２０２５年（令和７年）１１月２

０日（木）午後５時までに「(2) 提出先」へ必着させること。 

(2) 提出先 



「１３ 問合せ先」に同じ。 

(3) 開札 

福山市役所本庁舎４階ＩＣＴ推進課会議室（福山市東桜町３番５号）で開札する。 

(4) 入札結果の通知 

開札後、直ちに落札者及び落札金額を電子メールで通知する。 

 

１２ その他 

(1) 入札及び契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

免除 

(3) 入札違約金 

落札者が契約を締結しないときは、落札金額（落札者が落札の際に入札した金額の１００分の

１１０に相当する金額）の１００分の５に相当する金額を違約金として納入すること。 

(4) 無効とする入札 

次の入札は、無効とする。 

なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに参加することができ

ない。 

ア 入札参加資格のない者が入札したとき。 

イ 同一の入札者が２以上の入札をしたとき。 

ウ 入札者が他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札したとき。 

エ 入札者が連合して入札したときその他入札に際して不正の行為があったとき。 

オ 入札書に記名押印がなかったとき。 

カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

キ 委任状を持参しない代理人が入札をしたとき。 

ク 金額を訂正した入札をしたとき。 

ケ 入札が、取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

コ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

サ 再度の入札をした場合において、その入札が１であるとき。 

シ 上記アからサまでに挙げるもののほか、規則又は特に指定した事項に違反した入札をしたと

き。 

 

１３ 問合せ先 

〒７２０－８５０１ 広島県福山市東桜町３番５号（福山市役所本庁舎４階） 

福山市総務局総務部ＩＣＴ推進課 

電話番号   （０８４）９２８－１２５０（直通） 

電子メール   ict-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 



別表（入札参加資格審査申請に必要な書類） 

１ 入札参加資格審査申請書（様式１） 

２ 受付票（様式２） 

３ 委任状（様式３） 

代表者から支店長等に対する委任事項を証したもの。入札に関する手続等を委任する場合のみ

提出のこと。 

４ 使用印鑑届（様式４） 

代表者印と異なる印鑑を入札及び契約時に使用する場合のみ提出すること。 

委任状（様式３）の提出があり、その使用印を使用する場合は不要です。 

５ 担当者届（様式５） 

本入札に係る担当者として１名選任し、質疑等の窓口を一本化すること。 

６ 誓約書（様式６） 

７ 申立書（様式７） 

８ 実績報告書（様式８） 

市外業者で本市における課税のない者は提出すること。 

９ 第三者賃貸方式による貸付能力等証明書（様式９） 

第三者をして物件の貸付を行う場合は、提出すること。 

１０ 印鑑証明書（原本） 

実印であることを証明するもの 

１１ 市税の完納証明書（写しを可とする。） 

本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。市外の事業者で本市における課税が

ない者は、申立書（様式７）を提出すること。 

１２ 納税証明書（写しを可とする。） 

国に納付すべき消費税及び地方消費税の未納がないことを証明したもの（免税事業者は除

く。）。 

１３ 商業・法人登記簿謄本（写しを可とする。） 

※別表第１０、第１１、第１２及び第１３に掲げる書類については、入札参加資格審査申請書提出

の日から３か月前の日以後に発行されたものとする。 

 


